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アジェンダ 

１．SMBCグループにおけるデータ利活用の状況 

２．情報銀行に対するSMBCの考え方 

３．情報銀行にかかる実証事業の受託 
「情報信託機能を用いた個人起点での医療データ利活用」 

４．情報銀行の普及・展開へ向けた取組み 

５．SMBCが目指す情報銀行の姿 
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２-１．情報銀行に対するSMBCの考え方（一般論） 

情報銀行は、個人との契約に基づき、個人の為にパーソナルデータの管理や運用を行う事業。 

情報銀行の普及・成功の鍵は、「個人がデータを預ける際の不安やコストを上回る便益・サービスを提供 
できるか」。 

中でも、医療・介護・ヘルスケア分野は、データ利活用の結果が、個人の健康増進や健康寿命の延伸に繋がる
ことが期待され、便益が直接的で分かり易いこともあり、特に注目されている分野。 

【データポータビリティ権】 個人がデータ管理者（事業者）に提供した自らのデータを、一般的に用いられる機械判読可能な電子
的フォーマットで当該データ管理者から受け取る、又は、別の者（事業者）に移管する権利。 

【ＰＤＳの意義】 

他者が管理している
ものを含め本人に由
来（起源）する
データを自らの意思
で本人もしくは指定
する者に集約し、第
三者（他の事業
者）へのデータの提
供について自らが個
別に判断・制御
（自己情報コント
ロール） 

【個人側から見た 
情報銀行の意義】 

自らが示した一定
の範囲内で第三者
（他の事業者）へ
データ提供するよう
信頼できる者に委
託することで、自ら
個別に判断する必
要なく、データ活用
の便益を享受 
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SMBCは、パーソナルデータを安心・安全に預り・運用する機能の提供が、これからの金融機関に求められている
新たな社会的使命と考え、情報銀行の事業化に取り組んでいる。 

２-２．情報銀行に対するSMBCの考え方 

• Society5.0の実現へ向けて、データの利活用が求められているが、

パーソナルデータが使われることへの「不安」や、利益や便益が還

元されないことへの「不満」が課題となっている。 

パーソナルデータ 

にかかる社会課題 

• これに対し、データポータビリティにもとづく情報銀行が提唱されてい

るが、情報銀行が「個人（ユーザー）の代理人」の役割を果た

すことによって、これらの課題が解決されると考えている。 

情報銀行による 

課題解決 

• そこで、「安心してパーソナルデータを預けられる」という観点にお

いて、SMBCグループが永年培ってきた社会的信用が求められ

ているとの認識の下、情報銀行実現へ向けた検討を進める方向。 

情報銀行の 

担い手 
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３-２．情報銀行にかかる実証事業の受託（事業内容） 

SMBCと日本総研は、阪大病院と共に、情報銀行にかかる実証事業を受託し、事業化へ向けた実証を開始。 

ポイントは、①医療データを個人に返すことにより、②個人の意思に基づく医療データの共有を可能とし医療 
サービスの質と効率性を向上させること、③個人が自らの意思でデータを利活用し便益を得ること。 
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